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別添 

保育士等の配置特例の概要について 

１ 趣旨 

  国は、待機児童対策が喫緊の課題であり、保育の受け皿の拡大、保育の担い手

の確保が依然として必要とされている状況をとらえ「保育所、認定こども園又は

家庭的保育事業等が不足している状況」とし、この状況が継続していると考えら

れる間を「当分の間」として保育士等の配置に係る特例を定めており、今般、市

もこれに準じた形で特例を定めることとしました。 

  保育士等の配置に係る特例は、保育の担い手の裾野を一定条件下において広げ

ることにより、保育の質を落とさず、保育事業の継続を可能とすることを目的と

するものです。 

 

２ 特例の根拠 

 ・ 川越市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例附則第４項から第８

項まで 

 ・ 川越市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例附則第５

条から第９条まで 

 ・ 川越市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例第６項から第９

項まで 

 ・ 川越市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こ

ども園の認定の要件を定める条例附則第２項から第７項まで 

 上記それぞれに規定する職員配置に係る特例（以下「職員配置特例」という。）。 

 

３ 特例の対象となる施設、期間等 

（１）対象施設・事業 

認可保育所、認定こども園、小規模保育事業Ａ型、保育所型事業所内保育事業 

  ※ ただし、本市の実地指導・監査において改善勧告や改善命令を受けており、

３年経過していない場合は、本特例を適用しないよう努めてください。 

（２）期間 

  令和５年４月１日から当分の間 

  ※ この特例は、国の基準に基づき、「１ 特例の趣旨」をふまえ緊急的・時

限的な対応策として実施することとなっているものです。本市における状況

の変化や、国の基準が改正された場合等には、特例を廃止する可能性もある

ため、あくまで特例であることを念頭に、持続可能な運営体制を構築するよ

う努めてください。 
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４ 特例の内容 

 特例Ａ 保健師・看護師・准看護師（以下「看護師等」という。）の活用 

 特例Ｂ 朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士等の配置 

 特例Ｃ 幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭の活用 

 特例Ｄ 保育の実施に当たり必要となる保育士等の配置 

  ※ 小規模保育事業Ａ型及び保育所型事業所内保育事業については、特例Ａは

対象外です（特例ではなく、基準として１名を保育士としてみなすことが可

能なため）。 

 

 特例Ａ 保健師・看護師・准看護師（以下「看護師等」という。）の活用 

  看護師等を 1人に限って保育士としてみなすことができる特例です。ただし、

在籍乳児数が３名以下の場合、以下条件すべてに合致する必要があります。 

  条件 

   １．看護師等が保育を行う場合は、保育士と合同の組・グループを編成し、

原則として同一の乳児室など同一空間内で保育を行うこと。 

   ２．保育所等での勤務経験が概ね３年に満たない看護師等が保育を行う場合、

職員配置特例に基づく職員として施設に就業する日の時点で子育て支援

員研修（地域保育コース（地域型保育）。以下「支援員研修」という。）を

修了していること。 

 

 特例Ｂ 朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士等の配置 

  現行基準では、最低でも２名以上の保育士等の配置が必要とされていますが、

朝夕等の児童が少数となり、計算上配置が必要な保育士等の数が１名となる時間

帯に限り、２名のうち１名を、「市長が保育士等と同等の知識及び経験を有する

と認める者（★）」に代えることができることとする特例です。 

 

 特例Ｃ 幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭の活用 

  以下条件すべてに合致する者を保育士等とみなすことができることとする特

例です。 

  条件 

   １．幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者。 

   ２．就業時点で子育て支援員研修（地域保育コース（地域型保育）。以下「支

援員研修」という。）を修了している者、又は就業の日の翌日から起算し

て１年以内に支援員研修を修了する予定の者。 

 ※ 各資格の専門性を十分に発揮するという観点から、当該特例を活用の場合は
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幼稚園教諭については３歳以上児、小学校教諭については５歳児を中心とした

保育に従事させるよう努めてください。 

 

 特例Ｄ 保育の実施に当たり必要となる保育士等の配置 

  １日８時間を超えて保育所等を開設するため、利用定員の総数に応じて基準上

配置しなければならない保育士等の数よりも多くの保育士等を配置する施設に

おいては、追加で配置する保育士等の数の範囲内で、「市長が保育士等と同等の

知識及び経験を有すると認める者（★）」を保育士等とみなすことができること

とする特例です。 

 

  注意：特例Ｂを除き、保育士等とみなすことができる職員数は、各時間帯にお

いて、必要となる保育士等の数の３分の１を超えない人数までとなります。 

  ★「市長が保育士等と同等の知識及び経験を有すると認める者」は次のいずれ

かを満たす者とします。 

   １．職員配置特例に基づく職員として施設に就業する日の時点で支援員研修

を修了している者。 

   ２．川越市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例第２３条第

２項に規定する家庭的保育者。 

   ３．保育所等（注）で、常勤で１年（非常勤の場合は１，４４０時間）以上、

児童の保育に関する業務に従事した経験を有する者であって、職員配置特

例に基づく職員として施設に就業する日の時点で支援員研修を修了して

いる者又は就業の日の翌日から起算して１年以内に支援員研修を修了す

る見込みの者。 

  注１ 幼稚園、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事

業、家庭的保育事業、認可外保育施設（ナーサリールームや家庭保育室、

企業主導型保育事業など）。 

    （居宅訪問型保育事業、ベビーシッターは対象外） 

 

５ 特例の適用に係る手続 

 （１）届出 

    特例の適用、変更、終了にあたっては、市への届出をお願いします。 

   ①特例を新たに適用する場合（様式１号） 

   ②①の内容に変更が生じる場合（様式２号） 

   ③特例の適用を終了する場合（様式３号） 

 （２）届出時期 

   ①、②については事前（おおむね１ヶ月前まで）、③については事後 
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６ 特例適用の場合の留意事項 

  施設運営者は、職員配置特例に基づく職員が当該施設で就労するに当たって必

要となる知識及び技術を習得し、職員間の連携が十分に図れる体制を確保するた

め、当該職員を指導する保育士の選任や施設内研修等の実施、事務の引継ぎその

他必要な措置を講じてください。 

 

７ 特例を適用している施設に対する調査等 

  職員配置特例を適用している施設に対しては、特例の運用状況を確認するため、

抜き打ちを含む立入調査のほか、状況の聞き取り、資料の提供依頼などを行う場

合があります。 

 

参考：認可の年齢別職員配置基準（川越市基準） 

年齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

必要職員 

子：職員 
３：１ ６：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ ３０：１ 

※ 各年齢の児童数を年齢別保育士配置基準数で割り、小数点以下１位未満の端数

切捨した職員を配置。なお、合同保育の場合はこの数字を合算し、小数点以下の

端数を四捨五入する。 

 

 

特例Ａ事例 

※０～２歳を合同保育、３、４、５歳をそれぞれ別室で保育の場合 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

２ ６ ７ １５ １５ １５ ６０ 

 ↓ 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

０．６ １ １．１ １ １ １ 

⇒０～２歳（０．６＋１＋１．１）⇒２．７⇒３人 

３＋１＋１＋１＝６⇒保育士６人必要 

⇒うち１名を看護師等とするみなし可、ただし、乳児３人以下であるため、保育所

等での勤務経験が概ね３年以上か、支援員研修を受講している看護師等であるこ

とが必要。また、看護師等が保育を行う場合、保育士と合同の組・グループを編

成し、原則として同一の乳児室など同一空間内で保育することが必要。 
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特例Ｂ事例 

 ① 早朝の時間帯 ０歳児２名、１歳児１名 

 ⇒０．６＋０．１＝０．７⇒保育士１名必要（特例適用〇） 

 ② 夕方の時間帯 ０歳児２名、１歳児４名、２歳児２名 

 ⇒０．６＋０．６＋０．３＝１．５⇒保育士２名必要（特例適用×） 

 ③ 土曜日保育  ０歳児１名、１歳児５名 

 ⇒０．３＋０．８＝１．１⇒保育士１名必要（特例適用〇） 

 

特例Ｄ事例 

 ① 定員９０人保育所で、合同保育を行わない場合 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

６ １２ １２ ２０ ２０ ２０ ９０ 

 ↓ 

  必要職員数（最低基準） 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

２ ２ ２ １ １ １ ９ 

 ・ ①の場合、認可の最低基準で定める保育士数は常勤換算で９名であり、保育

士資格を有する者を採用する必要があります。 

 ・ ①の場合、実際に採用する保育士数が仮に１２名だとすると、１２名－９名 

＝常勤換算３名までを市長が保育士等と同等の知識及び経験を有すると認め

る者に代えることができます。 

 ・ ただし、各時間帯において、実際に預かる子どもの数に応じて必要となる保

育士数の 2/3以上は保育士資格を有する者とする必要があります。 

 ※ 例えば、９０人全員がいる時間帯においては、必要保育士は９名であるため、

このうち保育資格を有する者は６名必要（特例活用は上限３名）です。 

 

 ② 定員１９人小規模保育事業Ａ型で、全体で合同保育をする場合 

０歳 １歳 ２歳 合計 

３ ８ ８ １９ 

 ↓ 

  必要職員数（最低基準） 

０歳 １歳 ２歳 加算分 合計 

１．０ １．３ １．３ １ ４．６⇒５ 

 ・ ②の場合、認可の最低基準で定める保育士数は常勤換算で５名であり、保育

士資格を有する者を採用する必要があります。 

 ・ ②の場合、実際に採用する保育士数が仮に８名だとすると、８名－５名 
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＝常勤換算３名までを市長が保育士等と同等の知識及び経験を有すると認め

る者に代えることができます。 

 ・ ただし、各時間帯において、実際に預かる子どもの数に応じて必要となる保

育士数の 2/3以上は保育士資格を有する者とする必要があります。 

 ※ 例えば、１９人全員がいる時間帯においては、必要保育士は５名であるため、

このうち保育資格を有する者は４名必要（特例活用は上限１名）です。 


